
○江東区私立保育所等補助要綱 

平成２７年４月１日 

２７江こ保第３０９３号 

改正 平成２９年４月１日２９江こ保第１９６５号 

平成３０年４月１日３０江こ保第５１３号 

平成３１年３月２９日３０江こ保第２９７９号 

令和元年１０月１日３１江こ保第２８６３号 

令和４年４月１日４江こ保第７７９号 

（目的） 

第１条 この要綱は、区内の私立保育所、認定こども園、小規模保育事業及び

家庭的保育事業を行う事業所（以下「私立保育所等」という。）が行う事業

に対して、区が補助を行うことにより、児童の健康増進及び保育内容の充実

を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 私立保育所 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」とい

う。）第３５条第４項の規定により設置されたもののうち、子ども・子育

て支援法（平成２４年法律第６５号）第３１条第１項又は附則第７条の規

定により区の確認を受けたものをいう。 

(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の

推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第７項に規定する幼

保連携型認定こども園及び東京都認定こども園の認定要件に関する条例

（平成１８年東京都条例第１７４号）第３条第３号に規定する地方裁量型

認定こども園のうち、子ども・子育て支援法第３１条第１項の規定により

区の確認を受けたものをいう。 

(3) 小規模保育事業所 法第３４条の１５第２項の規定により小規模保育

事業（家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労

働省令第６１号）第３３条に規定する小規模保育事業を除く。）を行う事

業所のうち、子ども・子育て支援法第４３条第１項の規定により区の確認



を受けたものをいう。 

(4) 家庭的保育事業所 法第３４条の１５第２項の規定により家庭的保育

事業を行う事業所のうち、子ども・子育て支援法第４３条第１項の規定に

より区の確認を受けたものをいう。 

(5) サテライト保育所 区内の私立保育所のうち、保育所分園の設置運営に

ついて（平成１０年４月９日児発第３０２号厚生省児童家庭局長通知）の

規定に基づく保育所分園（以下「分園」という。）を設置し、送迎バスに

よって本園（保育所分園の設置運営についてに規定する本体となる保育所

をいう。以下同じ。）と分園との間で児童の送迎を行うものをいう。 

(6) 入所児童 私立保育所等に入所する児童のうち、子ども・子育て支援法

第１９条第１項第２号又は第３号に規定する小学校就学前子どもをいう。 

(7) 定員 子ども・子育て支援法第３１条第１項、第４３条第１項及び附則

第７条の規定により区の確認を受けた私立保育所等の利用定員（認定こど

も園にあっては、入所児童の利用定員）をいう。 

(8) 保育士 法第１８条の４に規定する者のうち、次の全ての要件を満たす

者をいう。 

ア 各私立保育所等の就業規則等で定めた常勤職員であること。 

イ 期間の定めのない労働契約を締結（１年以上の労働契約を結んでいる

者を含む。）していること。 

ウ 労働基準法施行規則（平成２２年厚生省令第２３号）第５条第１項第

１号の３により明示された就業の場所が当該私立保育所等であること。 

エ 従事すべき業務が保育であること。 

オ １日６時間以上かつ月２０日以上、常態的に勤務していること。 

カ 当該私立保育所等（社会保険の一括適用の承認を受けている場合は、

本社等）を適用事業とする社会保険の被保険者であること。 

(9) 非常勤保育士 法第１８条の４に規定する者のうち、前号に該当しない

者であって、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、イに該当する

者については、令和５年３月３１日までとする。 

ア 私立保育所等と直接雇用関係にある者 

イ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する



法律（昭和６０年法律第８８号）第２条第３号に規定する労働者派遣事

業により、私立保育所等に就業する派遣労働者（１週間当たりの勤務時

間が１６時間以上、かつ、１か月以上の契約期間を有する者に限る。） 

(10) 調理員 調理業務に携わる者であって、第８号アからウまで、オ及び

カの要件を満たすものをいう。 

(11) 看護師等 保健師、助産師及び看護師をいう。 

(12) 特別支援保育 江東区保育所等特別支援保育対象児童認定要綱（平成

３１年３月２９日３０江こ計第１３２１号。以下「認定要綱」という。）

第２条第２号に規定する特別支援保育をいう。 

(13) 産休等職員 私立保育所等に勤務する職員（常勤の職員であって、そ

の職種が保育士、看護師等、栄養士又は調理員であるものに限る。）のう

ち、出産による長期間の休業（以下「産休」という。）又は傷病による長

期間の休業（以下「病休」という。）をする者で、休業期間中、就業規則

又は労働契約の定めるところにより労働基準法（昭和２２年法律第４９号）

第１１条に規定する賃金の全額の支給を受ける者をいう。 

(14) 産休等代替職員 産休等職員の勤務を臨時に代替して行う者をいう。 

（入所児童の年齢計算） 

第３条 入所児童の年齢計算は、入所する年度の初日の前日における児童の満

年齢により行う。 

（補助対象者） 

第４条 補助対象者は、私立保育所等を運営する事業者のうち、別記に定める

基準を満たす者とする。 

（補助対象事業） 

第５条 補助対象事業は、次のとおりとする。 

(1) 零歳児保育特別対策 

(2) １１時間開所保育対策 

(3) 保育対策充実 

(4) 特別支援保育 

(5) 職員処遇 

(6) 嘱託医設置 



(7) 嘱託歯科医設置 

(8) 施設運営 

(9) 配置基準外職員設置 

(10) 産休等代替職員設置 

(11) 入所推進 

(12) 未徴収副食費対策 

(13) 送迎バス運営 

(14) 休日保育対策 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第６条 補助対象経費及び補助金の額は、前条の補助対象事業に要する経費の

うち、別表第１及び別表第２に掲げるものの合計額（以下単に「合計額」と

いう。）から次に掲げる金額を減じた額とし、予算の範囲内で交付する。 

(1) 合計額に特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保

育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用

の額の算定に関する基準等（平成２７年内閣府告示第４９号）第１条第３

０号に規定する加算調整部分に応じた割合（家庭的保育事業所にあっては、

１００分の１０）を乗じて得た額（土曜日に開所していない私立保育所等

に限る。） 

(2) 合計額に１１分の３を乗じて得た額（家庭的保育事業所に限る。） 

(3) 別表第３に掲げる額（江東区実費徴収に係る補足給付事業実施要綱（平

成３０年３月２８日２９江こ保第２８７７号）の補足給付対象者である認

定こども園に限る。） 

(4) 前３号に掲げるもののほか、区長が必要と認める額 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、江

東区私立保育所等補助金交付申請書（別記第１号様式。以下「申請書」とい

う。）に、次の書類を添えて区長に申請するものとする。 

(1) 事業の計画書及びこれに伴う収支予算書 

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

２ 申請者は、産休等代替職員を任用する場合においては、前項に掲げる書類



のほかに、産休等代替職員任用承認申請書（別記第２号様式）に、次の各号

に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添えて、その任用する日の１

０日前までに、区長に申請するものとする。 

(1) 産休に係る代替職員を任用する場合 当該産休職員についての医師又

は助産師が発行する出産予定日の記載がある妊娠証明書並びに当該代替職

員についての健康診断書、資格証明書の写し及び履歴書 

(2) 病休に係る代替職員を任用する場合 当該病休職員についての医師（原

則として、当該病休職員が継続して診療を受けている医療機関の医師とす

る。）が発行する証明書並びに当該代替職員についての健康診断書、資格

証明書の写し及び履歴書 

３ 申請者は、産休等代替職員との任用関係が終了したときは、産休等代替職

員任用調書（別記第３号様式）により速やかに区長に報告しなければならな

い。 

（交付決定） 

第８条 区長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審

査し、適当と認めるものについては江東区私立保育所等補助金交付決定通知

書（別記第４号様式）により、不適当と認めるものについては江東区私立保

育所等補助金交付申請却下通知書（別記第５号様式）により、速やかに申請

者に通知する。 

２ 区長は、前条第２項の規定による申請があったときは、別記に定める基準

に基づき審査し、承認の適否を決定する。 

３ 区長は、前項の規定により承認の適否を決定したときは、産休等代替職員

任用承認・不承認通知書（別記第６号様式）により、速やかに申請者に通知

する。 

４ 区長は、前３項の交付決定及び承認に際し、条件を付することができる。 

（補助金の交付） 

第９条 前条の規定により交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）

は、月末までに江東区私立保育所等補助金交付請求書（別記第７号様式）に、

当該月の実績に基づき、該当する次に掲げる書類を添えて、区長に請求する

ものとする。ただし、第３号及び第４号の書類は、年度末の請求時に限る。 



(1) 職員配置報告書 

(2) １１時間利用児童名簿（別記第８号様式） 

(3) 発達相談実施状況報告書（別記第９号様式） 

(4) 配置基準外職員報告書（別記第１０号様式） 

２ 補助事業者（サテライト保育所を運営する事業者に限る。）は、次に定め

る四半期が終了したときは、速やかに江東区私立保育所等補助金交付請求書

（送迎バス運営事業）（別記第１１号様式）に、送迎バス運営状況報告書（別

記第１２号様式）を添えて、区長に請求するものとする。 

(1) 第１四半期（４月から６月まで） 

(2) 第２四半期（７月から９月まで） 

(3) 第３四半期（１０月から１２月まで） 

(4) 第４四半期（１月から３月まで） 

３ 区長は、前２項の規定により補助金の請求を受けたときは、その内容を審

査し、適当と認めるものについて、当該補助事業者に対し、速やかに補助金

を支払う。 

（実績報告） 

第１０条 補助事業者は、江東区私立保育所等補助金事業実績報告書（別記第

１３号様式）に当該会計年度の歳入歳出決算額証明書を添えて、当該年度の

実績を翌年度末までに区長に報告するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１１条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助

金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。 

(3) 区長の承認なしに当該事業を中止若しくは廃止し、又は内容を変更した

とき。 

(4) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反し

たとき。 

（補助金の返還） 

第１２条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り



消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助

金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命じなければならな

い。 

２ 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いにつ

いては、江東区補助金等交付事務規則（平成２０年３月江東区規則第２４号）

に定めるところによる。 

（遂行命令等） 

第１３条 区長は、補助事業者が、この要綱に従って事業を遂行していないと

認めるときは、これを遂行することを指示するものとする。 

２ 区長は、前項の規定による指示に従わない補助事業者に対し、補助金の交

付を一時停止することができる。 

（関係書類の整理保存） 

第１４条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿

を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を

当該事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存しなければなら

ない。 

（調査指導等） 

第１５条 区長は、必要に応じて補助金の使途について調査指導し、及び補助

事業者に報告を求めることができる。 

（委任） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別

に定める。 

附 則 

この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

別記（第４条、第８条関係） 

１ 零歳児保育特別対策事業基準 

(1) 一般要件 次の全ての要件を満たす場合に、加算の対象とする。 

ア 零歳児１人につき、乳児室及びほふく室を通じて、３．３平方メート

ル以上の有効面積があること。 

イ 保健室（医務室が零歳児の静養室の機能を有する場合を除く。）、調



乳室（専用の調乳室が設けられない場合は、調理室の一部を調乳場所と

して区画することで足りる。）、もく浴室（もく浴室に代わるもく浴設

備を置く場合を除く。）及び便所を設けること。 

ウ 零歳児が専用に使用できる屋外遊戯場（歩行運動及び外気浴等を行う

場所をいう。）を設けるように努めること。 

エ 零歳児の心身発達に即応した遊具その他乳児用備品を整備すること。 

オ 危険防止及び非常災害時における緊急避難につき、万全の対策を講ず

るとともに、不測の事態に対処するため、責任態勢を確立すること。 

カ 零歳児３人につき、保育士を１人以上配置すること。 

(2) 個別要件 次のアからウまでに掲げる加算事項につき、それぞれ当該ア

からウまでに定める要件を満たすものとする。 

ア 零歳児看護師等加算 零歳児の定員が９人以上の私立保育所等におい

て、看護師等（零歳児の定員が６人以上９人未満の私立保育所等にあっ

ては、１日４時間以上勤務し、かつ、週２０時間以上勤務する非常勤の

看護師等をいう。）を１名以上配置すること。ただし、東京都児童福祉

施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則（平成２４年東京都規

則第４７号）附則第５項の規定に基づき看護師等を保育士とみなす場合

は、当該看護師等については、対象外とする。看護師等は、保育士との

協力のもとに、零歳児の異状の発見、特に登所時における健康観察を通

じての異状の有無の確認及び医師との連絡を行うほか、健康診断、予防

接種の計画及びその実施に対する協力など、保健活動に従事するものと

する。 

イ 零歳児調理員加算 零歳児の定員が６人以上の私立保育所等において、

調理員を、特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の

制定に伴う実施上の留意事項について（平成２７年３月３１日府政共生

第３５０号、２６文科初第１４６４号、雇児発０３３１第９号内閣府政

策統括官（共生社会政策担当）、文部科学省初等中等教育局長、厚生労

働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「政策統括官等通知」という。）

で必要とされている調理員（非常勤を含む。）の数を１名超えて配置す

ること。ただし、保育所における調理業務の委託について（平成１０年



２月１８日児発第８６号厚生児童家庭局長通知）に基づき、全ての調理

業務を委託する場合には、調理員を置かないことができる。給食につい

ては、衛生的取扱いについて、細心の注意をするとともに、零歳児の発

育及び健康状態、家庭の食生活等を充分理解し、個人差に応じた給食を

実施するように努めること。 

なお、政策統括官等通知で必要とされている常勤調理員を複数人で換

算している場合は、補助対象外とする。 

ウ 零歳児嘱託医加算 零歳児の定員が６人以上の私立保育所等において、

健康管理の徹底を図るため、嘱託医の積極的な協力を求め、月１回以上

の診察契約を結び、業務内容の充実を図ること。 

２ １１時間開所保育対策事業基準 

(1) 一般要件 次のア及びイの要件を満たす場合に、加算の対象とする。 

ア 私立保育所等の開所時間が１１時間以上であること。 

イ 開所時間内における入所児童の安全確保及び保育内容の向上に努めて

いること。 

(2) 個別要件 次のア及びイに掲げる加算事項につき、それぞれ当該ア及び

イに定める要件を満たすものとする。 

ア １１時間開所対応保育士加算 定員６１人以上の私立保育所等におい

て、政策統括官等通知及び地域子ども・子育て支援事業（子ども・子育

て支援法第５９条の規定により区が行う延長保育事業、小規模保育事業

所延長保育事業及び私立・公設民営保育所一時保育事業をいう。以下同

じ。）で必要とされている保育士の数を１名超えて配置すること。 

イ １１時間開所対応非常勤保育士加算 定員が６人以上の私立保育所等

において、１１時間開所保育対策事業の非常勤保育士加算における非常

勤保育士数は、１１時間の開所時間の開始後及び終了前３０分の時点に

おける入所児童数の和を２で除した数（小数点以下は切り上げるものと

する。以下「平均利用児童数」という。）に応じて、次により算出され

る人数及び当該保育所において雇用されている非常勤保育士（政策統括

官等通知で必要とされている職員数を除く。）の人数を比較していずれ

か少ない人数とすること。ただし、非常勤保育士には、第２条第８号に



定める保育士も含まれるものとする。 

（ア） 毎月初日（初日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律

（昭和２３年法律第１７８号）に定める休日（以下「休日等」という。）

に当たるときは、その直後の休日等でない日）の零歳児の平均利用児

童数を３倍して得た数及び１、２歳児の平均利用児童数を１．５倍し

て得た数に、３歳以上児の平均利用児童数を加えた数（以下「算定基

礎児童数」という。）が１６以上の場合には、算定基礎児童数から１

５を減じ、さらにこれを１５で除した数（小数点以下は切り上げる。）

とする。 

（イ） （ア）による非常勤保育士のほか、各月初日の１１時間の開所

時間の開始後又は終了時の３０分の時点における３歳未満児数が２０

人以上の場合には、さらに１名の非常勤保育士を加算することができ

る。 

３ 保育対策充実事業基準 

(1) ３歳以上児に対する給食（主食に限る。）の実施に要する経費を徴収し

ていないこと。 

(2) 定員１９人以上の私立保育所等であって、政策統括官等通知における年

齢別配置基準のうち、３歳児に係る配置基準を児童２０人に対し１人から

児童１５人に対し１人に是正し、１歳児に係る配置基準を児童６人に対し

１人から児童５人に対し１人に是正していること。 

(3) 定員２０人から３０人まで及び定員６０人から１４９人までの私立保

育所等に対し調理員１人を、定員１５０人以上の私立保育所等に対し調理

員２人をそれぞれ政策統括官等通知で必要とされている数を超えて配置す

ること。 

(4) 定員２０人から６０人までの私立保育所等及び定員９１人以上の私立

保育所等に対し保育士１人を、定員６０人から９０人までの私立保育所等

に対し非常勤保育士１人をそれぞれ政策統括官等通知及び地域子ども・子

育て支援事業で必要とされている数を超えて配置すること。 

４ 特別支援保育事業基準 

(1) 特別支援児童加算 



ア 週２５時間以上勤務の職員が、特別支援児童１人につき１人配置され

ていること。ただし、同一クラス（小規模保育事業所及び家庭的保育事

業所においては同一事業所。以下同じ。）に特別支援児童が２人いる場

合又は同一クラスに特別支援児童及びクラスサポート対象児童が１人ず

つ在籍している場合は、１人の配置で差し支えないものとする。 

イ 国、他の地方公共団体等から同種の補助金（政策統括官等通知におけ

る療育支援加算を除く。）を受給していないこと。 

ウ 前年度からの継続入所児童にあっては年度当初から上記アの職員配置

を適用し、４月１日付で特別支援児童認定を受けた児童にあっては当該

認定を受けた年の４月から同年９月までは経過措置を、同年１０月から

翌年３月までは上記アの職員配置を適用し、年度の途中に特別支援児童

認定を受けた児童にあっては認定された月を含む４か月間（同一年度内

に限る。）は経過措置を、認定された月から５か月目以降は上記アの職

員配置を適用する。 

(2) クラスサポート対象児童加算 

ア 週２５時間以上勤務の職員が、クラスサポート対象児童１人につき１

人配置されていること。ただし、同一クラスにクラスサポート対象児童

が２人いる場合又は同一クラスに特別支援児童及びクラスサポート対象

児童が１人ずつ在籍している場合は、１人の配置で差し支えないものと

する。 

イ 国、他の地方公共団体等から同種の補助金を受給していないこと。 

ウ 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める月から加算する。ただし、

加算開始月以前から上記アの職員配置を適用していたことが確認できる

場合は、同一年度内に限りクラスサポート対象児童の認定を受けた児童

のいる月まで遡って加算することができる。 

（ア） 前年度からの継続入所児童で、認定要綱第９条の規定に基づき

引き続きクラスサポート対象児童の認定を受けた児童がいる場合 上

記アの職員配置が適用された旨の報告のあった月 

（イ） 認定要綱第９条の規定に基づき、４月１日付でクラスサポート

対象児童の認定を受けた児童がいる場合 上記アの職員配置が適用さ



れた旨の報告のあった月 

（ウ） 認定要綱第１０条の規定に基づき、認定要綱第６条に規定する

別に指定する期限後に申請しクラスサポート対象児童の認定を受けた

児童がいる場合 認定要綱第１０条の規定に基づきクラスサポート対

象児童として認定された月までに、上記アの職員配置が適用された旨

の報告のあった場合は、当該認定月。ただし、当該認定月までに上記

アの職員配置が適用された旨の報告がない場合は、当該認定月以後に

上記アの職員配置が適用された旨の報告のあった月とする。 

５ 職員処遇事業基準 

(1) 対象職員 次のア及びイに該当する職員であること。ただし、地域子ど

も・子育て支援事業を実施する私立保育所等において、当該事業の実施に

当たり必要となる職員は、対象外とする。 

ア 基本加算 私立保育所等に勤務する職員のうち、１日６時間以上かつ

月２０日以上、常態的に勤務する職員であること。 

イ 検便検査加算 私立保育所等に勤務する職員のうち、零歳児保育担当

職員、調理員（非常勤を含む。）及び看護師等であること。ただし、零

歳児担当職員にあっては、入所児童数を３で除した数（小数点以下は切

り上げる。）とする。 

６ 施設運営事業基準 

次の各号に掲げる私立保育所等に応じ、当該各号に定める要件を満たすこ

と。 

(1) 私立保育所 当該私立保育所の面積が、保育所設置認可等事務取扱要綱

（平成１０年３月３１日９福子推第１０４７号）により承認を受けている

保育建物占有面積（小数点以下を四捨五入する。以下同じ。）であること。 

(2) 小規模保育事業所 当該小規模保育事業所の面積が、江東区小規模保育

事業認可等事務取扱要綱（平成２７年４月１日２７江こ計第７８２号）に

より承認を受けている保育建物占有面積であること。 

(3) 認定こども園 当該認定こども園の面積が、保育所設置認可等事務取扱

要綱により承認を受けている保育建物占有面積であり、かつ、子ども・子

育て支援法第３１条第１項の規定に基づき確認された利用定員全体に占め



る定員の割合に延床面積を乗じた面積であること。 

７ 配置基準外職員設置事業基準 

私立保育所等（家庭的保育事業所を除く。）で勤務している職員のうち、

政策統括官等通知で必要とされている職員並びに第５条第１号から第４号、

第６号及び第７号において対象となる職員以外の者を対象とする。 

８ 産休等代替職員設置事業基準 

(1) 対象となる任用期間 次のア又はイに該当するものとする。 

ア 職員が出産することとなる場合 職員が産前の休業を始める日から起

算して１６週間（多胎妊娠の場合は、２４週間）を経過する日までの期

間内において、当該私立保育所等の設置者が定める期間。ただし、産前

産後の休業期間については、産前８週間（多胎妊娠の場合は、１６週間）、

産後１０週間を超えないものとする。 

イ 職員が傷病のため３１日以上の継続する療養を必要とする場合 職員

が休業を始めて３０日（休日等を含む。）を経過した日から起算して６

０日（休日等を含む。）を経過する日までの期間内において、その職員

が休業を継続する期間 

(2) 対象職種 

対象となる職種は、保育士、看護師等、栄養士又は調理員とする。 

(3) 資格等 

産休等代替職員は、健康状態に異常が認められず、かつ、資格の定めが

ある場合は施設種別、職種ごとに所定の資格を有する者でなければならな

い。ただし、特別の事情があるときは、私立保育所等において入所児童の

保護に直接従事した経験がある者又は保育士試験の科目の一部に合格した

者とすることができる。 

(4) その他 

産休等代替職員は、当該私立保育所等で新たに職員を雇用し任用するこ

とが望ましいが、新たに雇用することが困難な場合には、当該私立保育所

等において従前から雇用している職員を任用することも差し支えない。た

だし、施設型給付費（子ども・子育て支援法第２７条第１項に規定する施

設型給付費をいい、同法第２８条第１項に規定する特例施設型給付費を含



む。）（私立保育所については、委託費（同法附則第６条第１項に規定す

る委託費をいう。））に算入されている職員は、この限りでない。 

９ 未徴収副食費対策基準 

(1) ３歳以上児に対する給食（副食に限る。）の実施に要する経費を徴収し

ていないこと。 

(2) ３歳以上児の入所児童を対象とすること。ただし、政策統括官等通知に

おける副食費徴収免除加算の対象となる児童を除く。 

１０ サテライト保育所の特例 

零歳児保育特別対策事業、保育対策充実事業、嘱託医設置事業及び嘱託歯

科医設置事業については、本園及び分園をそれぞれ単独の私立保育所とみな

して当該基準を確認する。 

１１ 休日保育対策事業基準 

区が指定する施設において実施される休日保育において、公定価格加算の

対象外である認可外保育施設を利用している児童の保育を行った場合は、当

該児童に係る経費について補助を行う。 

別表第１（第６条関係） 

補助対象事業 補助対象経費 算定単価 算定方

法 

零歳児

保育特

別対策 

零歳児看

護師等加

算 

零歳児の定員

が９人以上の

私立保育所等

に常勤の看護

師等を配置す

るための経費 

面積 加算率

基礎分

１２％

以上 

加算率

基礎分

１２％

未満

９％以

上 

加算率

基礎分

９％未

満６％

以上 

加算率

基礎分

６％未

満 

算定単

価×対

象とな

る看護

師等の

雇用月

数 ５m２以

上 

５０２，

５８０

円

４９

３，６

５０円

４８

４，７

２０円

４６

６，８

６０円

５m２未

満 

３３１，

７００

３２

５，８

３１

９，９

３０

８，１



円 ００円１０円２０円

零歳児の定員

が６人以上９

人未満の私立

保育所等に非

常勤の看護師

等を配置する

ための経費 

面積 加算率

基礎分

１２％

以上 

加算率

基礎分

１２％

未満

９％以

上 

加算率

基礎分

９％未

満６％

以上 

加算率

基礎分

６％未

満 

５m２以

上 

２５１，

２９０

円

２４

６，８

３０円

２４

２，３

６０円

２３

３，４

３０円

５m２未

満 

１６５，

８５０

円

１６

２，９

００円

１５

９，９

５０円

１５

４，０

６０円

零歳児調

理員加算 

零歳児の定員

が６人以上の

施設に調理員

１名を増配置

するための経

費 

面積 加算率

基礎分

１２％

以上 

加算率

基礎分

１２％

未満

９％以

上 

加算率

基礎分

９％未

満６％

以上 

加算率

基礎分

６％未

満 

算定単

価×対

象とな

る調理

員の雇

用月数 

５m２以

上 

３８０，

１９０

円

３７

３，４

３０円

３６

６，６

６０円

３５

３，１

３０円

５m２未

満 

２５０，

９２０

円

２４

６，４

６０円

２４

１，９

９０円

２３

３，０

６０円

零歳児の定員

が６人以上か

つ調理業務を

委託する私立

面積   

５m２以

上 

３１７，０００円

５m２未 ２０９，２２０円



保育所等に、零

歳児調理員を

配置するため

の経費 

満 

零歳児嘱

託医手当

加算 

零歳児の定員

が６人以上の

私立保育所等

における嘱託

医の手当に要

する経費 

面積   算定単

価×対

象とな

る嘱託

医の雇

用月額 

５m２以

上 

１２，３２０円

５m２未

満 

８，１３０円

１１時

間開所

保育対

策 

１１時間

開所対応

保育士加

算 

１日当たり１１時間

開所を実施するため、

定員６１人以上の私

立保育所等に保育士

１人を増配置するた

めの経費。ただし、当

該私立保育所等が、１

１時間開所内に弾力

運用を行っている場

合は、上記金額の半額

を減ずる。 

加算率

基礎分

１２％

以上 

加算率

基礎分

１２％

未満

９％以

上 

加算率

基礎分

９％未

満６％

以上 

加算率

基礎分

６％未

満 

算定単

価×雇

用人数

×雇用

月数 

４５７，

３３０

円

４４

９，２

１０円

４４

１，０

９０円

４２

４，８

５０円

１１時間

開所対応

非常勤保

育士加算 

１日当たり１１時間

開所を実施するため、

定員６人以上の私立

保育所等に非常勤保

育士を配置するため

の経費。ただし、当該

私立保育所等が、１１

時間開所内に弾力運

１０４，４６０円算定単

価×対

象とな

る非常

勤保育

士数×

雇用月

数 



用を行っている場合

は、上記金額の半額を

減ずる。 

保育対策充実 私立保育所等の増改

築、備品の購入等、職

員（非常勤職員を含

む。）の健康管理、非

常勤職員の雇用及び

常勤職員の労働災害

に対する上乗せ保障

のための保険の加入

に要する経費 

別表第２のとおり。ただし当該

私立保育所等が次の各号のい

ずれかに該当する場合は、当該

各号に掲げる額を減じる。 

(1) 定員別常勤保育士不足に

よる減額（定員２０人から６

０人までの私立保育所等及

び定員９１人以上の私立保

育所等であって、保育士１人

が配置されていない場合） 

１１時間開所保育対策の保

育士加算額×不足人数 

(2) 定員別非常勤保育士不足

による減額（定員６０人から

９０人までの施設であって、

非常勤保育士１人が配置さ

れていない場合） １１時間

開所保育対策の非常勤保育

士加算額×不足人数 

(3) １歳児配置保育士不足に

よる減額（１歳児に対する保

育士の配置が児童６人に対

し１人から児童５人に対し

１人に是正されていない場

合） １１時間開所保育対策

の保育士加算額÷３０×１

算定単

価×入

所児童

数×入

所月数 



歳児入所人数 

(4) 調理員不足による減額

（定員２０人から３０人ま

で及び定員６０人から１４

９人までの私立保育所等に

あっては調理員１人、定員１

５０人以上の私立保育所等

にあっては調理員２人が配

置されていない場合） 零歳

児保育特別対策の零歳児調

理員加算単価×不足人数 

(5) 調理委託による減額（調

理委託を実施している場合）

零歳児調理員加算単価－零

歳児調理員加算単価（委託）

×定員に応じた人数 

なお、上記(1)から(3)までの減

額がない場合でも、当該私立保

育所等が１１時間開所時間内

に弾力運用を行っているとき

は、(1)から(3)までの金額の半

額を減ずる。 

特別支

援保育 

特別支援

児童加算 

特別支援児童の処遇

向上に要する経費 

１７４，４２０円算定単

価×特

別支援

児童数

×入所

月数 

クラスサ クラスサポート対象 １０２，０００円算定単



ポート対

象児童加

算 

児童の処遇向上に要

する経費 

価×ク

ラスサ

ポート

対象児

童数×

入所月

数 

発達相談

費加算 

医師等（嘱託医及び嘱

託歯科医を除く。）が

専門的な見地から行

う障害児等の保育指

導及び助言に要する

経費 

１５２，３００円左記の

額と実

支出額

を比較

してい

ずれか

少ない

額とす

る。 

職員処

遇 

基本加算 常勤職員及び非常勤

職員が保育に必要な

知識の向上を図るた

め研修会等に参加す

る費用及び職員の処

遇向上に要する費用 

４，２４０円算定単

価×対

象とな

る職員

数×雇

用月数 

検便検査

加算 

調理員、零歳児担当保

育士等の検便に要す

る経費 

８００円算定単

価×対

象とな

る職員

数×雇

用月数 

嘱託医設置 入所児童の健康診断 ２９，７６０円算定単



及び健康管理の充実

のための嘱託医設置

に要する費用 

価×対

象とな

る嘱託

医の雇

用月数 

嘱託歯

科医設

置 

基本加算 入所児童の歯科健康

診断のための嘱託歯

科医設置に要する費

用 

４３，５００円算定単

価×対

象とな

る嘱託

歯科医

の雇用

月数 

歯科指導

加算 

歯科衛生管理の充実

のため歯科指導を行

うための嘱託歯科医

設置に要する費用 

３５，０００円年額 

施設運営 入所児童の処遇向上

及び施設の充実を図

るための私立保育所

等の運営及び整備に

要する費用 

３，０９３円算定単

価×私

立保育

所等建

物占有

面積（m

２） 

配置基準外職員設

置 

保育内容の充実、職員

の夏季休暇取得時そ

の他必要な場合に、職

員配置基準外の常勤

職員及び非常勤職員

を配置するための経

配置階

数 

零歳児保育

を実施して

いる私立保

育所等（家庭

的保育事業

所を除く。）

零歳児保

育を実施

していな

い私立保

育所等（家

庭的保育

左記に

より算

定した

額と実

支出額

を比較



費 事業所を

除く。） 

してい

ずれか

少ない

額とす

る。 

１階建 ６５５，６５

０円

３１０，０

５０円

２階建

以上 

２，８５１，

６５０円

２，５０

６，０５０

円

産休等代替職員設

置 

保育士、調理員又は看

護師等の産休等代替

職員の任用に要する

経費 

全日勤務の場合 ８，３３０円算定単

価×対

象職員

数×任

用日数

（算定

した額

が実支

出額を

上回る

場合

は、実

支出額

を上限

とす

る。） 

半日勤務の場合 ４，１７０円

入所推進 ４月から９月までの

欠員児童に係る人件

費及び管理費に要す

る経費 

０歳

児 

１歳

児 

２歳

児 

３歳

児 

４歳

児 

５歳

児 

算定単

価×４

月から

９月ま

での初

日入所

１４

０，

１４

０円

５

０，

００

０円

４

５，

００

０円

２

７，

００

０円 

２

５，

００

０円

２

５，

００

０円 



欠員児

童数 

未徴収

副食費

対策 

副食費加

算 

３歳以上児の入所児

童に係る副食の提供

に要する経費（徴収し

ていないものに限

る。） 

４，５００円算定単

価×３

歳以上

児の入

所児童

のうち

算定対

象とな

る入所

児童数 

休日保育対策 休日保育実施施設に

おいて、認可外保育施

設を利用している児

童の保育を行った場

合、認可保育所児童を

元に算出される公定

価格の加算額が減額

となることに要する

経費 

公定価格加算補填分 認可外

保育施設を利用する児童を含

めて積算した公定価格の休日

保育加算（月額）－認可外保育

施設を利用する児童を含めず

に積算した公定価格の休日保

育加算（月額） 

サービス推進補填分 １人当

たり４，１６０円 

公定価

格加算

補填分

×算定

月数＋

サービ

ス推進

補填分

×認可

外保育

施設利

用児童

数 

送迎バス運営 本園と分園との間で

行う児童の送迎に係

る運転士の雇上、保育

士等の特別手当、バス

運転士 常勤保育

士等 

非常

勤保

育士

等 

バス

借上 

ガソ

リ

ン、

備品

左記に

より算

定した

額と実



の借上及びガソリン、

備品リース等に要す

る経費 

リー

ス等 

支出額

を比較

してい

ずれか

少ない

額とす

る。 

年額 

４２０

０，０

００円

×２名 

年額 ２

４３７，

５００円

×２名 

年額 

１，

９８

０，

００

０円

×２

名 

年額 

２，

４７

９，

２４

０円

×２

台 

年額 

２，

０９

０，

００

０円 

備考 

加算率基礎分とは、施設型給付費等に係る処遇改善等加算について（平

成２７年３月３１日府政共生第３４９号、２６文科初第１４６３号、雇児

発０３３１第１０号内閣府政策統括官（共生社会政策担当）、文部科学省

初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）の１処遇改

善等加算Ⅰの区分（加算率区分表）中の基礎分をいう。 

別表第２（第６条関係） 

単位（円） 

加

算

率

基

礎

分 

年

齢 

～

１

９

人 

２

０

人 

２

１

人

～

３

０

人 

３

１

人

～

４

０

人 

４

１

人

～

４

５

人 

４

６

人

～

５

０

人 

５

１

人

～

５

９

人 

６

０

人 

６

１

人

～

７

０

人 

７

１

人

～

８

０

人 

８

１

人

～

９

０

人 

９

１

人

～

１

０

０

人 

１

０

１

人

～

１

１

０

人 

１

１

１

人

～

１

２

０

人 

１

２

１

人

～

１

３

０

人 

１

３

１

人

～

１

４

０

人 

１

４

１

人

～

１

４

９

人 

１

５

０

人 

１

５

１

人

～

１

６

０

人 

１

６

１

人

～

１

７

０

人 

１

７

１

人

～

１

９

０

人 

１

９

１

人

～

２

１

０

人 

２

１

１

人

～

２

３

０

人 

２

３

１

人

以

上 

１

２

０

歳

１

３

５

９

４

５

４

４

３

５

３

５

２

３

３

０

３

４

２

７

２

１

２

８

２

４

２

０

２

３

２

１

１

８

２

１

２

４

２

２

１

９

１

９

１

８

１

８



％

以

上 

児 ，

９

８

９

，

７

７

９

，

４

０

９

，

９

７

９

，

３

１

９

，

４

７

９

，

８

８

９

，

３

２

９

，

２

６

０

，

０

０

０

，

２

８

０

，

３

６

１

，

２

６

１

，

８

４

１

，

９

９

７

，

２

７

７

，

９

２

７

，

５

４

７

，

４

２

４

，

１

５

４

，

７

４

４

，

０

８

４

，

５

３

４

，

０

８

４

１

歳

児 

９

，

５

８

３

７

０

，

５

２

３

５

６

，

１

５

３

５

５

，

７

２

３

４

６

，

０

６

３

４

６

，

２

２

３

３

４

，

６

３

３

４

１

，

０

７

３

４

５

，

４

７

６

３

８

，

２

１

６

３

２

，

４

９

６

３

９

，

９

３

３

３

５

，

８

３

３

３

２

，

４

１

３

３

５

，

６

８

６

３

２

，

９

６

６

３

０

，

６

１

６

３

３

，

２

３

６

３

６

，

１

５

６

３

３

，

８

８

６

３

１

，

４

７

６

３

０

，

８

１

６

３

０

，

２

６

６

２

９

，

８

１

６

２

歳

児 

８

，

２

８

２

５

３

，

７

６

２

３

９

，

３

９

２

３

８

，

９

６

２

２

９

，

３

０

２

２

９

，

４

６

２

１

７

，

８

７

２

２

４

，

３

１

２

２

８

，

８

５

４

２

１

，

５

９

４

１

５

，

８

７

４

２

３

，

４

１

６

１

９

，

３

１

６

１

５

，

８

９

６

１

９

，

２

０

４

１

６

，

４

８

４

１

４

，

１

３

４

１

６

，

７

５

４

１

９

，

６

８

６

１

７

，

４

１

６

１

５

，

０

０

６

１

４

，

３

４

６

１

３

，

７

９

６

１

３

，

３

４

６

３

歳

児 

３

，

０

６

８

４

９

，

７

３

８

３

５

，

３

６

８

３

４

，

９

３

８

２

５

，

２

７

８

２

５

，

４

３

８

１

３

，

８

４

８

２

０

，

２

８

８

２

５

，

３

８

９

１

８

，

１

２

９

１

２

，

４

０

９

２

０

，

３

７

２

１

６

，

２

７

２

１

２

，

８

５

２

１

６

，

３

０

０

１

３

，

５

８

０

１

１

，

２

３

０

１

３

，

８

５

０

１

６

，

８

３

０

１

４

，

５

６

０

１

２

，

１

５

０

１

１

，

４

９

０

１

０

，

９

４

０

１

０

，

４

９

０

４

歳

児 

３

，

０

６

９

４

９

，

７

３

９

３

５

，

３

６

９

３

４

，

９

３

９

２

５

，

２

７

９

２

５

，

４

３

９

１

３

，

８

４

９

２

０

，

２

８

９

２

５

，

３

９

０

１

８

，

１

３

０

１

２

，

４

１

０

２

０

，

３

７

３

１

６

，

２

７

３

１

２

，

８

５

３

１

６

，

３

０

０

１

３

，

５

８

０

１

１

，

２

３

０

１

３

，

８

５

０

１

６

，

８

３

１

１

４

，

５

６

１

１

２

，

１

５

１

１

１

，

４

９

１

１

０

，

９

４

１

１

０

，

４

９

１

５ ３ ４ ３ ３ ２ ２ １ ２ ２ １ １ ２ １ １ １ １ １ １ １１１１１１



歳

児 

，

０

３

０

９

，

７

０

０

５

，

３

３

０

４

，

９

０

０

５

，

２

４

０

５

，

４

０

０

３

，

８

１

０

０

，

２

５

０

５

，

３

５

５

８

，

０

９

５

２

，

３

７

５

０

，

３

４

１

６

，

２

４

１

２

，

８

２

１

６

，

２

７

０

３

，

５

５

０

１

，

２

０

０

３

，

８

２

０

６

，

８

０

１

４

，

５

３

１

２

，

１

２

１

１

，

４

６

１

０

，

９

１

１

０

，

４

６

１

１

２

％

未

満

９

％

以

上 

０

歳

児 

１

３

，

９

８

９

５

９

，

０

１

９

４

４

，

８

９

９

４

４

，

４

７

９

３

４

，

９

８

９

３

５

，

１

３

９

２

３

，

７

５

９

３

０

，

０

７

９

３

３

，

９
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６

３

歳

児 

３

，

０

６

８

４

６

，

６

７

８

３

３

，

３

２

８

３

２

，

８

９

８

２

３

，

９

２

８

２

４

，

０

６

８

１

３

，

２

９

８

１

９

，

２

６

８

２

４

，

２

０

９

１

７

，

４

３

９

１

２

，

０

９

９

１

９

，

３

３

２

１

５

，

５

２

２

１

２

，

３

４

２

１

５

，

５

３

０

１

３

，

０

０

０

１

０

，

８

３

０

１

３

，

２

５

０

１

６

，

０

４

０

１

３

，

９

３

０

１

１

，

６

８

０

１

１

，

０

６

０

１

０

，

５

６

０

１

０

，

１

３

０

４

歳

児 

３

，

０

６

９

４

６

，

６

７

９

３

３

，

３

２

９

３

２

，

８

９

９

２

３

，

９

２

９

２

４

，

０

６

９

１

３

，

２

９

９

１

９

，

２

６

９

２

４

，

２

１

０

１

７

，

４

４

０

１

２

，

１

０

０

１

９

，

３

３

３

１

５

，

５

２

３

１

２

，

３

４

３

１

５

，

５

３

０

１

３

，

０

０

０

１

０

，

８

３

０

１

３

，

２

５

０

１

６

，

０

４

１

１

３

，

９

３

１

１

１

，

６

８

１

１

１

，

０

６

１

１

０

，

５

６

１

１

０

，

１

３

１

５

歳

児 

３

，

０

３

０

４

６

，

６

４

０

３

３

，

２

９

０

３

２

，

８

６

０

２

３

，

８

９

０

２

４

，

０

３

０

１

３

，

２

６

０

１

９

，

２

３

０

２

４

，

１

７

５

１

７

，

４

０

５

１

２

，

０

６

５

１

９

，

３

０

１

１

５

，

４

９

１

１

２

，

３

１

１

１

５

，

５

０

０

１

２

，

９

７

０

１

０

，

８

０

０

１

３

，

２

２

０

１

６

，

０

１

１

１

３

，

９

０

１

１

１

，

６

５

１

１

１

，

０

３

１

１

０

，

５

３

１

１

０

，

１

０

１

備考 

加算率基礎分とは、施設型給付費等に係る処遇改善等加算についての１

加算率の区分（加算率区分表）中の基礎分をいう。 



別表第３（第６条関係） 

年齢 単価（円） 

３歳児 ３００

４歳児 ６００

５歳児 ２，４００



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



別記第１号様式（第７条関係） 

別記第２号様式（第７条関係） 

別記第３号様式（第７条関係） 

別記第４号様式（第８条関係） 

別記第５号様式（第８条関係） 

別記第６号様式（第８条関係） 

別記第７号様式（第９条関係） 

別記第８号様式（第９条関係） 

別記第９号様式（第９条関係） 

別記第１０号様式（第９条関係） 

別記第１１号様式（第９条関係） 

別記第１２号様式（第９条関係） 

別記第１３号様式（第１０条関係） 

 


